
奈良県会計年度任用職員（事務補佐）募集案内 

 

奈良県庁において、常勤職員の事務を支援する業務に従事する会計年度任用職員（事務補

佐）を募集します。 

 

受付期間 令和８年１月９日（金）～１６日（金）１７時《必着》 

（応募者が多数の場合は、受付期間が終了する前に受付を締め切ることがあります。） 

選考（面接）実施日 応募者と相談し決定します。 

 

１ 応募の概要 

採 用 職 種 

（会計年度任用職員） 

勤 務 地 採用予定 

人  員 

職   務   内   容 

事務補佐 奈良県 

医療政策局 

地域医療連携課 

２名 常勤職員の事務を支援する業務に

従事します。 

※１ 応募の申請は、令和８年１月１６日（金）１７時までに到着したものに限り受け付け

ます。受付期間経過後の申し込みは、一切受け付けません。 

※２ 応募者が多数の場合は、受付期間が終了する前に受付を締め切ることがあります。 

 

２ 応募資格 

ＰＣスキル（ワープロ・表計算の入力や集計）のある方 

地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者は、応募できません。 

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

  ・奈良県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他  

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 任用根拠及び職務内容 

地方公務員法第２２条の２に規定する会計年度任用職員として、常勤職員の事務を支

援する業務に従事いただきます。職務内容の一例は次のとおりです。 

（主な職務内容） 

 補助金・給付金の募集事務、申請の受付・形式審査（申請はＷｅｂによる受付） 

 内容に不備があった場合の申請者への連絡、修正依頼 

 パソコンを用いた受付データの入力・集計・管理 



 県システムによる会計処理 

 関係書類の保存・整理 

 その他当該事務に付随する業務 

※その他課内全員で分担・協力して行う業務（外線電話の取り次ぎ、書類整理、等）への

対応をお願いすることがあります。 

 

４ 任期 

1名 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

1名 令和８年２月１日から令和８年３月３１日まで 

※採用日は、２月１日を原則として合格通知後に相談の上決定します。 

※任期満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで再度の任用が可能です。 

※採用後、原則として１か月間は条件付採用期間です。 

 

５ 勤務条件等 

勤務場所 奈良県医療政策局地域医療連携課 

（奈良市登大路町３０ 奈良県庁本庁舎３階） 

勤務時間 原則週５日  

８時３０分～１７時１５分の７時間４５分（休憩時間６０分） 

※フレックス制あり 

超過勤務 原則なし  

（ただし、臨時又は緊急の場合は超過勤務を命じることがあります） 

休  日 原則 土曜日、日曜日、祝日、12/29～翌年 1/3 

休  暇 年次有給休暇：令和８年４月１日採用の場合は、10 日付与 

（採用日によって、県の基準にて減算して付与します） 

夏季休暇 ：６月～１０月の間で５日 

その他、各種有給・無給休暇あり 

給  与 給料月額２００，３００円 

（上記の他、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当の

支給あり） 

※通勤手当：県規定により最も経済的かつ合理的な額を認定し、支給しま

す。（回数乗車券で認定する場合は、実勤務回数に関わらず、一定の勤務

回数分の手当を支給。）月途中の採用の場合、当月は支給対象になりませ

ん。 

※期末手当・勤勉手当：計４．６５月分 

（人事評価等により異なる場合あり、また、在職期間等に応じて不支給や

割落としの場合あり） 

※給与については、人事委員会勧告に伴う給与改定により、常勤職員に準



じ任用途中で増額または減額となる場合があります。 

社会保険 ・健康保険 

（地方職員共済組合の適用となります。） 

・厚生年金保険 

（日本年金機構の適用となりますが、採用から１２ヶ月を経過し、一定の

要件を満たした場合は地方職員共済組合の長期給付の適用となります。） 

・雇用保険 

（一定条件下で６月を超えて勤務した場合、職員の退職手当に関する条例

が適用され、雇用保険は適用除外となります。） 

・災害補償 

（勤務場所や勤務期間等に応じて、労災保険、議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例、地方公務員災害補償基金のいずれか

により補償されます。） 

服務規律 会計年度任用職員は一般職の地方公務員であることから、地方公務員法に

ある以下の規定が適用されます。 

・全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する義務 

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

・信用失墜行為の禁止 

・秘密を守る義務 

・職務に専念する義務 

・政治的行為の制限 

・争議行為等の禁止 

・営利企業等の従事制限 

 

６ 選考方法 

書類による一次審査を行い、一次審査通過者に対して面接審査を行います。 

（一次審査通過者に対して、個別に面接審査のご連絡をいたします。一次審査の時点で

不採用となった者に対しては、その旨を書面で通知します。） 

審査の結果、一定の基準を満たした応募者を合格者とし、評価の高い者から順に採用

します。評価の高い者が辞退等により採用に至らなかった場合は、次点の者を採用しま

す。 

 

７ 面接日時・場所 

日  時 随時（応募者とご相談の上、決定します） 

場  所 県本庁舎（または近隣の施設） 

 

８ 応募手続 

（１）申込方法 



①履歴書、②職務経歴書、を下記「９．応募先・問い合わせ先」に示す場所まで直接持

参又は書留など確実な方法で郵送してください。 

※①履歴書には、「４．任期」で示すどちらの枠での採用を希望されるか記載ください。

（いずれの時期でも可能な場合はその旨記載ください） 

※郵送の場合は、封筒の表に必ず「会計年度任用職員選考書類」と朱書きしてください。 

※身体に障がいがある場合など、面接会場において配慮を必要とする場合は、申込みの 

際に、「９．応募先・問い合わせ先」までご連絡ください。 

（２）合格発表 

受験者全員に合否通知を郵送します。 

（３）注意事項 

（ア）提出書類の記載事項に不正があると選考が無効となる場合があります。 

（イ）応募者に係る個人情報については適切に管理し、本件以外には一切使用しません。

なお、応募書類は返却しません。当方の責任にて処分します。 

 

９ 応募先・問い合わせ先 

奈良県 福祉医療部 医療政策局 地域医療連携課（担当：塚本・西村） 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 

電話番号 ０７４２－２７－８６５３ 


